
第
一
号
議
案 

 
 

 

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日
提
出 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 
 

  
 

 

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
の
大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校
の
項
中
「
大
分
県
立
南
石
垣
支
援
学
校
」
を
「
大
分
県
立
別
府
や
ま

な
み
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 
 

県
立
南
石
垣
支
援
学
校
の
移
転
に
よ
り
同
校
の
名
称
を
変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
提
案
す
る
。 
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○ 

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
二
十
九
条 

（
略
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

第
一
条
～
第
二
十
九
条 

（
略
） 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

名 
 
 
 
 
 
 

称 
位 
置 

部 

科 

学 
 

科 

教
育
の
対

象
と
す
る

障
害
種
別 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
立
別
府

や
ま
な
み
支
援

学
校 

本
校 

別
府
市 

小
学
部 
 
 

 
 

知
的
障
害 

中
学
部 

 
 

 
 

高
等
部 

 
 

普
通
科 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
一
号
様
式
～
第
十
二
号
様
式 

（
略
） 

名 
 
 
 

 
 
 

称 

位 

置 

部 

科 

学 
 

科 

教
育
の
対

象
と
す
る

障
害
種
別 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 
 

 

大
分
県
立
南
石

垣
支
援
学
校 

 
 
 

本
校 

別
府
市 

小
学
部  

 
 
 

知
的
障
害 

中
学
部  

 
 
 

高
等
部  

 

普
通
科 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
一
号
様
式
～
第
十
二
号
様
式 

（
略
） 
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大分県立特別支援学校学則の一部改正の概要 
 
 
１ 改正理由 

県立南石垣支援学校について、現敷地内では、校舎の建て替え等で基準を満たす運動場を確

保することは困難であるため、別府羽室台高等学校跡地にて県立別府やまなみ支援学校として

移転し、名称を変更することに伴い、規定を整備する必要があるため。 
※ 大分県立学校の設置に関する条例（昭和３９年大分県条例第５７号）の一部を改正する条

例は、大分県議会令和７年第３回定例会で可決済。 
 

 

２ 改正内容 

学則別表の県立南石垣支援学校の項中「大分県立南石垣支援学校」を「大分県立別府やまな

み支援学校」に改める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施行期日   

令和８年４月１日 

名 称 位 置 部 科 学 科 
教育の対象と 

する障害種別 

大分県立別府やまなみ支

援学校 

 
本校 

 

別府市 

小学部   
知的障害 中学部   

高等部  普通科 
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